
浜田市告示第 49 号 

 

浜田市若者支援ファンド事業補助金特例要綱を廃止する告示を次のよう

に定める。 

 

令和 8 年 3 月 31 日 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

  



浜田市若者支援ファンド事業補助金特例要綱を廃止する告示 

 

浜田市若者支援ファンド事業補助金特例要綱（令和 5 年浜田市告示第 53

号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

1  この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（浜田市大学等高等教育機関と連携したまちづくり推進事業補助金交付

要綱の一部改正） 

2  浜田市大学等高等教育機関と連携したまちづくり推進事業補助金交付要

綱（平成 17 年浜田市告示第 1 号）の一部を次のように改正する。 

第 3 条中「者」の次に「（以下「補助対象者」という。）」を加える。 

第 5 条に次の 1 項を加える。 

2  前項の規定にかかわらず、補助対象者を構成する者の 5 人以上が若者

（補助金の交付の申請をする日において 39 歳以下の者をいう。）である

場合は、同項ただし書中「5 万円」とあるのは、「10 万円」とする。 

第 8 条中第 3 号を第 4 号とし、第 2 号の次に次の 1 号を加える。 

⑶ 団体構成員名簿（補助金の交付の申請をする日における構成員の年

齢を記載したもの） 

様式第 1 号中 

 

改める。 

様式第 3 号及び様式第 4 号中「○印 」を削る。 

（浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金交付要綱の一部改

正） 

「   

を 

「   

に、 
 代表者氏名      ○印    代表者氏名 

※ 署名又は記名押印 

 

  」   」

「   

を 

「   

に 

 ⑶ その他   ⑶ 団体構成員名簿 

 

⑷ その他 

 

  」   」



3  浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金交付要綱（令和 4 年

浜田市告示第 66 号）の一部を次のように改正する。 

第 3 条に次の 1 項を加える。 

2  前項の規定にかかわらず、補助対象者（別表第 1 項から第 5 項までに

係るものに限る。）が若者（補助金の交付の申請をする日において 39 歳

以下の者をいう。）である場合は、同表第 1 項中「5 万円」とあるのは「10

万円」と、「20 万円」とあるのは「40 万円」と、同表第 2 項中「20 万円」

とあるのは「40 万円」と、同表第 3 項中「20 万円」とあるのは「40 万

円」と、同表第 4 項中「30 万円」とあるのは「60 万円」と、同表第 5 項

中「20 万円」とあるのは「40 万円」とする。 

様式第 1 号中 

改める。 

（浜田市商業支援事業補助金交付要綱の一部改正） 

4  浜田市商業支援事業補助金交付要綱（平成 17 年浜田市告示第 52 号）の

一部を次のように改正する。 

第 4 条に次の 1 項を加える。 

2  前項の規定にかかわらず、補助対象者（当該補助対象者が法人その他

の団体の場合は、その代表者）が若者（補助金の交付の申請をする日に

おいて 39 歳以下の者をいう。）である場合は、別表中「200 万円」とあ

るのは、「230 万円」とする。 

様式第 1 号中 

改める。 

 

 

「   

を 

「   

に 
 電話番号   電話番号 

生年月日 

 

  」   」

「   

を 

「   

に 
 代表者氏名   代表者氏名 

生年月日 

 

  」   」


